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教
育
基
本
法
、

学
校
教
育
法
と
民
主
主
義
思
想
の
発
展

第
一
節

教
育
基
本
法
(
昭
和
二
二
・
三
・
三
一
、
法
律
二
五
号

最
終
改
正
昭
和
六
三
法
八
八
)

我
が
国
に
お
け
る
平
和
主
義
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
の
理
念
の
実
現
は
教
育
の

展
力
に
ま
つ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
教
育
は
個
人
の
個
性
の
尊
重
が
前
提
と
な
る
。

崎
本
法
は
憲
法
の
精
神
に
則
り
、
我
が
国
の
教
育
に
関
す
る
基
本
法
と
し
て
の
性
格
を

開
持
ち
、
内
容
と
し
て
は
戦
前
の
教
育
勅
語
に
代
わ
る
べ
き
教
育
の
理
想
を
宣
言
し
た

描
も
の
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

主ぽ
一
。
成
立
の
経
過
と
法
的
地
位

法桝
昭
和
二
一
年
一
一
月
一
一
一
日
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
は
、
第
一
段
は
平
和
と
自
由

明
を
求
め
て
国
民
主
権
を
宣
言
し
、
そ
れ
が
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
o

t
第
二
段
は
恒
久
平
和
の
念
願
を
述
べ
、
第
三
段
は
自
由
の
独
立
性
と
対
等
性
を
国
際

匙
社
会
で
維
持
す
る
た
め
に
は
ど
の
園
も
国
家
的
利
己
主
義
を
排
し
、
普
遍
的
な
国
際

教
協
調
の
政
治
道
徳
に
従
う
実
務
が
あ
る
と
い
う
信
念
を
表
明
し
、
最
後
に
こ
れ
ら
の

崇
高
な
理
想
と
目
的
の
達
成
を
誓
っ
て
い
る
。
そ
し
て
新
憲
法
の
理
念
を
教
育
に
お

い
て
実
現
す
る
も
の
と
し
て
、
即
ち
平
和
と
民
主
主
義
、
学
問
の
自
由
と
均
し
く
教

育
を
受
け
る
権
利
の
実
現
を
め
ざ
し
て
教
育
基
本
法
が
制
定
さ
れ
た
。

そ
し
て
教
育
基
本
法
は
「
個
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ
、
真
理
と
平
和
を
希
求
す
る
人

間
の
育
成
を
期
す
る
と
共
に
、
普
遍
的
に
し
て
し
か
も
個
性
ゆ
た
か
な
文
化
の
育
成

と
創
造
を
め
ざ
す
教
育
の
普
及
徹
底
」
(
教
育
基
本
法
前
文
)
す
る
こ
と
を
宣
明
し
た

上
で
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
則
っ
て
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
平
和
的
民
主
的
な
国

家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
真
理
と
正
義
を
愛
し
、
個
人
の
価
値
を
尊
び
勤
労
と

工

藤

市

兵

衛

責
任
を
重
ん
じ
自
主
的
精
神
に
充
ち
た
心
身
と
も
に
健
康
な
国
民
の
育
成
を
期
す
る

こ
と
が
教
育
の
目
的
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
。

即
ち
教
育
基
本
法
は
第
一
に
、
天
皇
制
教
学
と
国
家
主
義
教
育
・
軍
国
主
義
教
育

を
基
本
理
念
と
し
た
教
育
勅
語
を
否
定
し
、
教
育
勅
語
に
代
わ
る
新
し
い
日
本
の
教

育
宣
言
と
し
て
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
教
育
宜
言
と
は
、
日
本
の
教
育
の
あ
る
べ

き
基
本
理
念
な
い
し
基
本
原
則
を
確
立
明
示
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
日
本
の
教

育
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
一
八
七
二
(
明
治
五
)
年
の
「
学
事
奨
励
に
関
す
る
被
仰

出
書
L

、
一
八
九

O
(明
治
二
三
)
年
の
「
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
L

に
次
ぐ
第
三
の
教

育
宣
言
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
日
本
の
教
育
の
歩
み
に
お
い
て
画

期
的
な
民
主
主
義
教
育
の
教
育
宜
言
で
あ
る
点
に
、
重
大
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
①
。

第
二
に
、
日
本
国
憲
法
の
基
本
精
神
を
う
け
、
憲
法
に
内
在
す
る
教
育
理
念
を
い
っ

そ
う
具
体
的
に
明
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
各
種
の
教
育
法
規
の
根
本
法
(
教
育
憲
法
)

と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
。
即
ち
本
法
に
違
反
す
る
教
育
関
係
法
令
は
本
法
違
反
の

み
な
ら
ず
、
憲
法
違
反
と
な
る
と
さ
れ
る
①
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
文
部
大
臣
田
中
耕
太
郎
は
、
一
九
四
六
(
昭
和
二
一
)
年
九

月
二

O
目
、
教
育
刷
新
委
員
会
第
三
回
総
会
で
示
し
た
教
育
基
本
法
の
構
想
の
な
か

で
寸
や
は
り
憲
法
改
正
草
案
の
精
神
の
教
育
上
に
お
け
る
発
展
と
い
う
意
味
を
持
っ

て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
全
体
の
基
本
法
の
性
格
と
い
た
し
ま
し
て
は
、

教
育
に
関
係
あ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
網
ら
す
る
建
前
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
教

育
法
と
い
う
建
前
か
ら
し
て
、
憲
法
に
触
れ
て
来
る
よ
う
な
規
定
が
あ
れ
ば
、
そ
の

当
然
の
結
果
と
し
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
事
柄
を
拾
っ
て
規
定
す
る
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と
い
う
風
に
い
た
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
L

と
言
い
、
日
本
国
憲
法
と
の
つ
な
が
り

を
強
調
し
て
い
る
②
。
文
部
大
臣
高
橋
誠
一
郎
も
、
一
九
四
七
(
昭
和
二
二
)
年
三

月
一
三
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
教
育
基
本
法
案
の
提
案
理
由
に
お
い
て
、
「
新

憲
法
に
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
る
教
育
に
関
す
る
諸
条
文
の
精
神
を
一
層
敷
え
ん
具

体
化
致
し
ま
し
て
、
教
育
上
の
諸
原
則
を
明
示
致
す
必
要
を
認
め
た
の
で
あ
り
ま
す
し

と
言
っ
て
い
る
。
教
育
基
本
法
は
、
憲
法
の
附
属
法
的
地
位
を
し
め
る
も
の
と
さ
え
、

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
内
容
か
ら
い
っ
て
も
、
日
本
国
憲
法
の
主
権
在
民
、
戦
争

放
棄
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
な
ど
の
基
本
精
神
を
受
け
継
ぎ
、
平
和
と
民
主
主
義
の

教
育
、
権
利
と
し
て
の
教
育
観
に
貫
ぬ
か
れ
た
教
育
の
重
要
な
指
標
を
掲
げ
て
い
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
教
育
基
本
法
は
、
す
べ
て
の
教
育
問
題
を
網
ら
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
分
け
で
は
な
い
。
本
法
は
、
日
本
国
憲
法
と
の

関
連
を
強
く
意
識
し
、
日
本
国
憲
法
の
理
想
を
実
現
す
る
の
に
必
要
な
教
育
理
念
を

摘
出
し
、
法
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
③
。

教
育
基
本
法
が
「
教
育
憲
法
L

的
意
味
を
有
す
る
と
い
う
場
合
、
「
教
育
法
の
中
に

お
け
る
基
本
法
し
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
法
は
、
教
育

に
関
し
憲
法
に
誼
っ
て
よ
い
よ
う
な
事
項
を
語
い
、
憲
法
に
轟
わ
れ
て
い
る
原
則
を

一
段
と
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
の
附
属
法
的
地
位
を
占
め
る
と

と
も
に
、
憲
法
と
一
体
に
な
っ
て
、
他
の
教
育
法
令
を
み
ち
び
き
だ
す
端
緒
を
示
し
、

そ
れ
ら
の
教
育
法
令
に
規
定
せ
ら
れ
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
根
本
原
則
を
示
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
教
育
基
本
法
と
他
の
教
育
法
令
と
は
総
合
一
体
化
さ
れ
て
、
教
育
法

令
の
体
系
を
つ
く
る
が
、
教
育
基
本
法
は
、
そ
の
よ
う
な
教
育
法
を
ま
と
め
、
し
め

く
く
る
法
律
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
教
育
基
本
法
が
題
名
の
示
す
よ
う
に
、
教
育
法
の
基
本
法
規
で

あ
る
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
が
「
国
の
最
高
法
規
」
(
第
九
八
条
〉
で
あ
る
こ
と
に
次

い
で
、
現
行
教
育
法
制
に
お
け
る
根
本
法
的
地
位
に
立
つ
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
、

本
法
に
お
い
て
も
、
と
く
に
、
前
文
お
よ
び
第
一
一
条
が
根
拠
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
本
法
の
有
す
る
法
的
地
位
に
着
目
し
た
見
解
と
し
て
、
「
教
育
基
本
法
の
準
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憲
法
的
性
格
L

説
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

所
で
、
内
容
上
の
準
憲
法
的
性
格
は
教
育
基
本
法
の
各
条
項
が
憲
法
の
具
体
化
規

定
で
あ
り
、
確
認
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
教
育
基
本
法
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
立
法

は
、
間
接
に
憲
法
違
反
の
立
法
と
な
り
次
に
形
式
上
の
準
憲
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、

基
本
法
と
の
他
の
教
育
法
規
と
の
間
に
は
「
後
法
は
前
法
を
破
る
」
と
い
う
法
原
則

が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
ず
に
基
本
法
の
施
行
、
法
た
る
性
格
を
も
っ
教
育
法
規
は
た

と
え
後
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
基
本
法
の
優
越
性
を
承
認
す
る
国
家
意

志
を
黙
示
的
に
内
包
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
④
。

実
際
に
も
、
教
育
基
本
法
の
制
定
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
以
降
、
学
校
教
育
法
(
昭

和
二
二
@
三
。
二
二
法
律
二
六
号
)
、
私
立
学
校
法
(
昭
和
二
四
@
一
一
了
一
五
法

律
二
七

O
号
)
、
社
会
教
育
法
(
昭
和
二
四
。
六
@
一

O

法
二

O
七
)
、
教
育
職
員

免
許
法
(
昭
和
二
四
園
五
@
=
一
法
一
四
七
号
)
、
教
育
公
務
員
特
例
法
(
昭
和
二
四
@

一
@
一
二
法
一
)
な
ど
の
重
要
教
育
法
律
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
教
育
法
令
が

制
定
さ
れ
、
戦
後
日
太
の
新
し
い
教
育
法
制
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
点
か
ら
、
現
行
教
育
法
制
な
い
し
戦
後
日
本
の
教
育
法
大
系
を
総
称
し
て
、
「
教

育
基
本
法
制
」
と
も
「
憲
法
@
教
育
基
本
法
制
L

と
も
い
わ
れ
る
。

文
、
一
般
に
教
育
関
係
法
令
の
解
釈
及
び
運
用
に
つ
い
て
は
、
法
律
自
体
に
別
段

の
規
定
が
な
い
限
り
、
で
き
る
だ
け
教
基
法
の
規
定
及
び
同
法
の
趣
旨
、
目
的
に
沿

う
よ
う
に
考
慮
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
:
:
:
こ
れ
(
教

育
基
本
法
の
理
念
)
は
、
戦
前
の
わ
が
国
の
教
育
が
教
育
勅
語
を
岐
点
と
し
て
勅
令

に
よ
る
国
家
の
強
い
支
配
の
下
で
形
式
的
、
画
一
的
に
流
れ
、
時
に
軍
国
主
義
的
又

は
国
家
主
義
的
@
全
体
主
義
的
傾
向
を
帯
び
る
面
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
右
の
理
念
は
、
こ
れ
を
更
に
具
体
化
し
た
同
法
の
各
規
定
を
解

釈
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
強
く
念
頭
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
(
基
本
法
に
お
け
る
前
文
の
意
義
)
。

教
育
基
本
法
が
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
戦
後
の
教
育
法
制
に
お
い
て

教
育
立
法
の
法
律
主
義
の
原
則
が
樹
立
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
法
律
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と
し
て
制
定
さ
れ
た
理
由
は
、
天
皇
の
名
に
よ
る
教
育
勅
語
と
教
育
立
法
の
勅
令
主

義
の
慣
行
と
い
う
非
民
主
性
を
排
し
、
国
民
の
代
表
者
か
ら
な
る
議
会
に
お
け
る
制

定
と
い
う
民
主
的
手
続
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
に
で
て
い
っ
た
。
『
教
育
基
本
法

の
解
説
』
も
「
民
主
主
義
の
精
神
に
則
り
、
教
育
を
国
民
み
ず
か
ら
の
も
の
と
す
る

た
め
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
国
民
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
、
国
民
の
総
意
の
表
現
で
あ
る

議
会
で
こ
れ
わ
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
法
律
の
形
式
を
と
る
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
今
に
し
て
思
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

当
時
と
し
て
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
教
育
基
本
法
が
、
教
育
理
念
、
教
育
の
方
針
を
明
ら
か
に
す
る
と

い
う
教
育
宣
言
的
性
質
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ

た
こ
と
は
、
そ
の
改
廃
に
必
要
な
手
続
を
要
し
、
そ
の
改
正
が
容
易
で
な
い
と
、
当

時
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
、
「
立
法
論
の
見
地
か
ら
み
る
と
、
基
本
法
の

重
要
性
や
優
越
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
改
廃
に
つ
い
て
、
一
定
の
慎
重
な
手
続
を
経

る
こ
と
を
要
求
す
る
の
も
、
一
案
で
あ
ろ
う
」
(
菊
井
康
郎
「
基
本
法
の
法
制
上
の
位

置
づ
け
L

法
時
四
五
巻
七
号
)
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
教
育
基
本
法
は
、
法
律
一
般
と

こ
と
な
り
、
さ
ら
に
改
廃
の
慎
重
さ
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

戦
後
日
本
の
教
育
法
制
で
あ
る
教
育
基
本
法
制
と
対
比
し
、
戦
前
日
本
の
一
八
九

O
(明
治
二
三
)
年
の
教
育
勅
語
(
「
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
」
〉
は
、
法
規
で
は
な
か
っ

た
が
、
主
権
在
君
の
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
超
国
法
的
地
位
を
占
め
、
敗
戦
に

至
る
ま
で
日
本
の
教
育
お
よ
び
教
育
法
の
方
向
を
規
制
し
、
そ
の
絶
対
的
導
守
が
国

民
に
要
求
さ
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
昭
和
一
九
年
の
内
閣
制
度
の
確
立
以
降
、
国
民
の
義
務
で
あ
る
兵
役
、

納
税
教
育
の
義
務
の
中
で
も
特
に
教
育
に
つ
い
て
は
勅
令
す
な
わ
ち
帝
国
憲
法
九
条

の
天
皇
が
発
す
る
独
立
命
令
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
教
育
勅
語
法
制
の
下
で

は
、
教
育
立
法
の
勅
令
主
義
の
慣
行
が
成
立
し
て
い
た
。
教
育
に
お
い
て
は
、
財
政

関
係
な
ど
少
数
の
例
外
を
の
ぞ
い
て
、
法
律
主
義
の
原
則
が
適
用
さ
れ
ず
、
議
会
関

与
の
外
に
お
か
れ
た
。
こ
の
下
で
、
教
育
勅
語
法
制
を
支
え
る
国
民
学
校
令
、
中
等

教育基本法，学校教育法と民主主義思想の発展

学
校
令
、
師
範
教
育
令
、
専
門
学
校
令
、
高
等
学
校
令
、
大
学
令
な
ど
の
重
要
な
勅

令
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
勅
令
は
天
皇
直
属
の
枢
密
院
で
審
議
成
立
し
た
た

め
、
文
部
官
僚
は
、
治
外
法
権
と
も
い
う
べ
き
行
政
特
権
を
有
し
て
い
た
⑤
。

教
育
基
本
法
の
成
立
は
か
か
る
事
態
を
改
革
し
、
教
育
勅
語
を
は
じ
め
と
す
る
戦

前
日
本
の
教
育
法
制
を
き
び
し
く
否
定
し
、
廃
止
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
と

り
わ
け
、
教
育
勅
語
が
従
来
も
っ
て
い
た
地
位
は
、
日
本
国
憲
法
・
教
育
基
本
法
の

成
立
に
よ
り
消
滅
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
を
公
式
に
確
認
し
た
の
が
、
一
九
四
八
(
昭
和
二
三
)
年
六
月
一
九
日

の
国
会
決
議
、
す
な
わ
ち
衆
議
院
寸
教
育
勅
語
等
排
除
に
関
す
る
決
議
」
お
よ
び
参

議
院
「
教
育
勅
語
等
失
効
確
認
に
関
す
る
決
議
」
で
あ
る
。

二
つ
の
決
議
は
、
重
要
な
歴
史
的
文
書
で
あ
る
。
衆
議
院
の
決
議
は
、
民
主
平
和

国
家
と
し
て
も
っ
と
も
緊
要
な
こ
と
は
「
教
育
基
本
法
に
則
り
、
教
育
の
革
新
と
振

興
と
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
」
と
の
ベ
た
上
で
、
「
思
う
に
こ
れ
ら
の
詔
勅
の
根
本
理

念
が
主
権
在
君
並
び
に
神
話
的
国
家
観
に
基
い
て
い
る
事
実
は
明
ら
か
に
基
本
的
人

権
を
損
い
且
つ
国
際
信
義
に
対
し
て
疑
点
を
残
す
も
と
と
な
る
。
よ
っ
て
置
法
第
九

八
条
の
本
旨
に
し
た
が
い
、
こ
こ
に
衆
議
院
は
院
議
を
も
っ
て
こ
れ
ら

の
詔
勅
を
排
除
し
、
そ
の
指
導
原
理
的
性
格
を
認
め
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
。
」
と
し

て
い
る
。

参
議
院
の
決
議
も
「
わ
れ
ら
は
、
さ
き
に
日
本
国
憲
法
の
人
類
普
遍
の
原
理
に
則

り
、
教
育
基
本
法
を
制
定
し
て
、
わ
が
国
家
及
び
わ
が
民
族
を
中
心
と
す
る
教
育
の

誤
り
を
徹
底
的
に
払
し
よ
く
し
、
真
理
と
平
和
と
を
希
求
す
る
人
聞
を
育
成
す
る
民

主
主
義
的
教
育
理
念
を
お
ご
そ
か
に
宣
明
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
教
育
勅
語
は
軍

人
に
賜
わ
り
た
る
勅
論
、
民
申
勅
書
、
青
少
年
学
徒
に
賜
わ
り
た
る
勅
語
の
そ
の
他

の
詔
勅
と
と
も
に
既
に
廃
止
せ
ら
れ
そ
の
効
力
を
失
っ
て
い
る
。
わ
れ
ら
は
こ
こ
に
、

教
育
の
真
の
権
威
の
確
立
と
国
民
道
徳
の
握
輿
の
た
め
に
、
全
国
民
が
一
致
し
て
教

育
基
本
法
の
明
示
す
る
新
教
育
理
念
の
普
及
徹
底
に
努
力
を
致
す
べ
き
こ
と
を
期
す

る
。
」
と
し
て
い
る
。

- 19-
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国
会
決
議
は
、
教
育
勅
語
が
違
憲
詔
勅
(
憲
九
八
)
と
し
て
排
除
(
衆
院
)
さ
れ
、

効
力
を
失
っ
て
い
る
事
実
(
参
院
)
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
教
育
基
本
法
が
そ
れ

に
代
わ
る
指
導
的
地
位
を
し
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
教
育
基
本
法
公
布

後
一
年
余
の
時
点
、
教
育
基
本
法
の
重
要
性
を
改
め
て
公
式
に
決
議
し
た
も
の
で
あ

る
。
同
年
六
月
二
五
日
、
文
部
省
は
「
教
育
勅
語
の
取
扱
い
に
つ
い
て
L

と
い
う
通

達
を
発
し
、
決
議
に
も
と
づ
い
て
、
学
校
か
ら
勅
語
謄
本
の
返
還
措
置
を
と
っ
た
⑥
。

Vo1.28-A， 

二
。
教
育
基
本
法
(
基
本
法
と
い
う
名
の
法
律
〉
と
問
題
点

平成 5年，

教
育
基
本
法
の
ほ
か
に
、
現
在
、
基
本
法
と
い
う
題
名
の
つ
い
て
い
る
法
律
と
し

て
、
原
子
力
基
本
法
(
昭
和
三
一

O
年
法
一
八
六
号
〉
、
農
業
基
本
法
(
昭
和
三
六
年
法

一
二
七
号
)
、
災
害
対
策
基
本
法
(
昭
和
三
六
年
法
一
一
二
三
号
〉
、
観
光
基
本
法
(
昭

和
三
八
年
法
一

O
七
号
〉
、
中
小
企
業
基
本
法
(
昭
和
三
八
年
法
一
五
四
号
)
、
林
業

基
本
法
(
昭
和
三
九
年
法
二
ハ
一
号
〉
、
公
害
対
策
基
本
法
(
昭
和
四
二
年
法
二
ニ
二

号
〉
、
消
費
者
保
護
基
本
法
(
昭
和
四
三
年
法
八
四
号
〉
、
心
身
障
害
者
対
策
基
本
法

(
昭
和
四
五
年
法
八
四
号
)
、
交
通
安
全
対
策
基
本
法
(
昭
和
四
五
年
法
一
一

O
号〉

が
あ
る
。
大
半
の
基
本
法
が
一
九
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
へ
か
け
て
制
定
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
内
容
的
に
は
、
そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
る
教
育
基
本
法
と
原
子

力
基
本
法
が
憲
法
の
原
則
を
具
体
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
六

0
年
代

以
降
の
基
本
法
群
に
は
、
農
業
や
中
小
企
業
に
た
い
す
る
統
制
強
化
、
高
度
成
長
政

策
の
矛
盾
の
表
現
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
特
色
を
も
ち
、
一
律
に
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
基

本
法
と
い
っ
て
も
、
教
育
基
本
法
と
異
質
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
各
種
基
本
法
以
外
で
は
戦
後
の
比
較
的
早
い
時
期
に
制
定
さ
れ
た
教
育
、
学

術
、
文
化
に
か
か
わ
る
法
令
の
な
か
で
前
文
を
も
つ
も
の
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
。
一
連
の
教
育
法
群
の
中
で
、
「
教
育
基
本
法
ほ
ど
H

基
本
法
H

と
い
う
名

に
値
す
る
法
律
は
、
端
的
に
い
っ
て
、
ほ
か
に
な
い
」
と
の
指
摘
は
、
教
育
基
本
法

が
名
実
と
も
に
画
期
的
な
法
律
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
前
文
は
単
な
る
説
明
で
は
な
く
「
各
条
項
と
と
も
に
実
質
的
に
も
形
式
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的
に
も
憲
法
又
は
法
律
等
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
本
文
と
一

体
を
な
す
も
の
と
し
て
法
的
効
力
を
も
ち
本
文
各
条
項
の
解
釈
基
準
を
示
す
も
の
で

あ
る
⑦
。

第
二
節

学
校
教
育
法
(
昭
和
二
二
、
一
ニ
、

最

終

改

正

六

三

法

八

八

)

学
校
教
育
法
は
昭
和
一
一
一
一
年
に
公
布
さ
れ
教
育
基
本
法
も
同
日
公
布
さ
れ
我
が
国

の
学
校
制
度
の
基
本
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
法
律
は
こ
れ
ま
で
学
校
の
種
類
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
た
各
学
校
令
を
統
令

し
て
単
一
の
法
律
と
し
各
学
校
毎
の
目
的
、
性
格
、
修
業
年
限
組
織
編
制
等
に
つ
い

て
体
系
的
に
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
日
本
国
憲
法
、
教
育
基
本
法
に
よ
り

宣
明
さ
れ
た
新
教
育
理
念
を
具
体
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
教
育
の
機
会

均
等
の
実
現
を
基
本
に
、
学
制
の
単
純
化
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
義
務
教

育
年
限
の
延
長
を
図
っ
た
こ
と
な
ど
が
従
来
の
そ
れ
に
比
べ
て
特
色
と
な
っ
て
い

る。

ニ
一
、
法
律
二
六
号

- 20-

学
制
の
単
線
化
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
旧
制
度
の
学
校
体
系
に
改
め
た
こ
と
で

あ
る
。こ

れ
に
よ
り
旧
制
度
に
み
ら
れ
た
進
学
途
上
に
お
け
る
多
く
の
袋
小
路
や
制
度
上

の
瞳
路
が
除
去
さ
れ
、
す
べ
て
進
学
希
望
者
が
そ
の
能
力
に
応
じ
て
各
段
階
の
学
校

に
進
学
で
き
る
制
度
に
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
言
わ
れ
る
が
新
し
く
生
ま
れ
た

専
修
学
校
制
度
(
学
校
教
育
法
人
二
条
の
七
〉
に
お
い
て
は
再
び
複
線
型
に
な
っ
た

感
が
あ
る
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
⑧
。

一
。
成
立
の
経
過
と
構
成

本
法
は
、
太
平
洋
戦
争
中
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
教
育
の
反
省
と
米
国
国
民
の
民
主

教
育
を
行
う
た
め
、
昭
和
一
二
年
三
月
に
来
日
し
た
第
一
次
ア
メ
リ
カ
教
育
使
節
団

の
勧
告
、
及
び
そ
の
勧
告
書
を
も
と
に
討
議
し
た
教
育
刷
新
委
員
会
の
答
申
を
参
考

に
し
て
立
法
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
米
国
滞
日
教
育
使
節
団
は
一
九
四
六
(
昭
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和
二
二
年
三
月
と
一
九
五

O
(昭
和
二
五
〉
年
八
月
の
二
回
に
渡
り
来
日
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
報
告
書
を
作
成
し
て
連
合
軍
最
高
司
令
官
マ
ッ
カ
l
サ

l
に
提
出
し
た
報

告
書
が
土
台
と
な
っ
て
い
る
。
本
法
は
法
形
式
に
お
い
て
、
戦
前
の
教
育
法
の
ほ
と

ん
ど
が
勅
令
に
よ
っ
た
の
に
対
し
、
国
会
の
議
決
を
経
た
法
律
を
も
っ
て
公
布
し
た

こ
と
と
、
戦
前
の
学
校
に
関
す
る
法
規
が
小
学
校
・
中
学
校
・
実
業
学
校
・
高
等
学

校
・
大
学
な
ど
、
学
校
種
別
ご
と
に
独
立
の
学
校
令
で
制
定
さ
れ
た
の
を
、
学
校
教

育
法
と
し
て
一
体
の
法
律
に
ま
と
め
た
点
で
戦
前
の
も
の
と
異
な
り
、
後
に
述
べ
る

学
校
体
系
を
単
一
化
し
、
教
育
の
機
会
均
等
を
期
し
た
こ
と
な
ど
画
期
的
な
教
育
法

と
い
え
る
⑨
。

学
校
教
育
法
の
構
成
は
、
総
則
を
第
一
章
と
し
、
第
二
章
は
小
学
校
、
第
三
章
は

中
学
校
、
第
四
章
・
高
等
学
校
、
第
五
章
・
大
学
、
第
五
章
の
二
・
高
等
専
門
学
校
、

第
六
章
・
盲
者
、
聾
者
そ
の
他
の
心
身
障
害
者
に
対
す
る
特
殊
教
育
、
第
七
章
・
幼

稚
園
、
第
七
章
の
一
了
専
修
学
校
、
第
八
章
・
雑
則
第
九
章
・
罰
則
、
最
後
に
、
経

過
措
置
を
規
定
す
る
附
則
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
法
に
は
施
行
令
、
施
行
規
則

が
あ
っ
て
細
部
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
他
の
法
律
の
場
合
と
同
じ
で
あ

る。

教育基本法，学校教育法と民主主義思想、の発展

二
。
本
法
の
大
要

第
一
章
・
総
則
に
お
い
て
は
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
を
除
き
、
各
学
校
に
共
通

す
る
規
定
を
か
か
げ
て
い
る
。
そ
の
主
な
も
の
は
学
校
の
設
置
者
の
制
限
(
二
)
と
、

学
校
の
設
置
に
あ
た
っ
て
は
設
置
基
準
に
し
た
が
っ
て
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
(
三
)
、
授
業
料
(
六
)
、
校
長
・
教
員
の
資
格
、
欠
格
要
件
(
八
・
九
)
、
学
生
・

生
徒
の
懲
戒
、
学
校
閉
鎖
(
一
一
、
二
ニ
)
な
ど
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
・
小
学
校

第
三
章
・
中
学
校

第
四
章
・
高
等
学
校

第
五
章
・
大
学
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

の
ち
に
学
校
体
系
の
複
線
化
に
か
か
わ
り
問
題
と
な
る
短
期
大
学
は
一
九
四
七
年

(
昭
和
二
二
年
)
一
一
一
月
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
新
学
制
と
と
も
に
発
足
し
た
が
臨
時

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
又
高
等
専
門
学
校
は
一
九
六
一
年
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正

(
昭
和
三
六
法
一
四
四
号
)
に
よ
り
こ
の
章
に
追
加
さ
れ
て
い
る
。
新
学
制
に
お

い
て
は
、
六
、
三
、
三
、
四
の
学
校
体
系
以
外
は
認
め
ず
大
学
に
つ
い
て
だ
け
、
さ

き
の
五
五
条
で
四
年
以
上
の
も
の
を
認
め
た
だ
け
で
そ
れ
以
外
の
例
外
を
認
め
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
四
年
、
新
制
大
学
へ
の
切
り
替
え
に
あ
た
っ
て
旧
制

高
専
の
う
ち
、
教
師
陣
容
や
設
備
不
十
分
な
ど
の
理
由
で
大
学
へ
の
転
換
が
困
難
な

も
の
や
、
ま
た
転
換
を
希
望
し
な
い
も
の
も
あ
っ
た
の
で
、
教
育
刷
新
委
員
会
が
暫

定
処
置
と
し
て
、
二
年
制
ま
た
は
三
年
制
の
大
学
を
設
け
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
こ

の
た
め
、
文
部
省
は
本
法
を
一
部
改
正
し
、
寸
当
分
の
間
二
年
ま
た
は
三
年
の
大
学
を

認
め
、
こ
れ
を
短
期
大
学
と
称
す
L

ハ
附
則
一

O
九
)
と
し
、
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
も

の
で
将
来
廃
止
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
一
二
九
年
の
本
法
改
正
で
短
大
と
し
て
制
度
的

確
立
を
み
た
(
六
九
の
二
〉
。
短
期
大
学
と
同
じ
く
初
期
の
規
定
に
は
な
く
、
後
に
第

五
章
の
こ
と
し
、
昭
和
三
六
年
法
律
一
四
四
号
で
追
加
に
な
っ
た
の
は
高
等
専
門
学

校
の
規
定
で
あ
る
。

第
六
章
・
特
殊
教
育

第
七
章
・
幼
稚
園

第
八
章
・
雑
則

第
九
章
・
罰
則
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一
二
。
本
法
の
特
徴

昭
和
二
三
年
三
月
一
八
日
、
帝
国
議
会
衆
議
院
学
校
教
育
法
第
一
読
会
に
お
い
て
、

文
部
大
臣
は
本
法
案
の
提
出
理
由
説
明
中
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、
①
教
育
の
機
会
均

等
、
②
普
通
教
育
の
普
及
向
上
と
男
女
の
差
別
撤
廃
、
③
学
校
を
単
純
化
す
る
、
④

学
術
文
化
の
進
展
、
の
四
つ
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
は
第
一
の
教
育
の
機
会

均
等
を
具
現
す
る
の
が
本
法
の
中
心
的
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
⑬
。
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(
1
)
学
校
体
系
の
単
線
型
化

一
般
に
近
代
市
民
社
会
の
学
校
体
系
を
類
型
化
し
単
線
型
と
複
線
型
の
二
類
型
が

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
第
一
の
単
線
型
は
初
等
教
育
終
了
者
が
中
等
教
育
に
、
中

等
教
育
終
了
者
が
高
等
教
育
に
と
、
一
つ
の
階
梯
に
よ
っ
て
上
級
学
校
に
進
学
す
る

学
校
体
系
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
近
代
学
校
制
度
は
こ
の
類
型
の
も
の
で
あ
る
。

民
主
的
・
自
由
主
義
的
学
校
体
系
的
で
あ
る
能
力
と
意
欲
あ
る
も
の
は
等
し
く
学
ぶ

権
利
を
享
受
出
来
る
制
度
と
し
て
評
価
し
た
い
。

こ
の
単
線
型
に
対
し
、
貴
族
そ
の
他
上
層
の
も
の
の
進
学
す
る
学
校
系
統
と
一
般

VoI.28-A， 

庶
民
の
進
学
す
る
学
校
系
統
と
が
別
個
の
学
校
階
梯
を
採
用
す
る
国
が
あ
る
が
、
こ

の
類
型
を
複
線
型
の
学
校
体
系
と
よ
び
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
な
ど
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
学
校
体
系
は
こ
の
類
型
に
属
す
る
。
こ
の
う
ち
、
単
線
型
の
学

校
体
系
は
一
般
的
に
い
っ
て
民
主
的
な
学
校
体
系
で
あ
り
、
複
線
型
の
そ
れ
は
非
民

主
的
学
校
体
系
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
わ
が
国
戦
前
の
学
校
体
系
は
、
小
学
校
教
育

に
つ
い
て
は
単
線
型
で
あ
っ
た
が
、
中
等
学
校
以
上
の
学
校
は
‘
①
中
学
校
・
高
等

学
校
・
大
学
、
あ
る
い
は
中
学
校
(
高
等
女
学
校
)
・
専
門
学
校
の
系
列
と
、
②
高
等

小
学
校
・
師
範
学
校
、
高
等
小
学
校
・
青
年
学
校
な
ど
の
系
列
と
が
あ
り
、
①
の
系

列
の
中
で
も
専
門
学
校
終
了
者
が
大
学
に
進
学
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
進

学
の
途
は
聞
け
て
い
た
。
②
の
系
列
の
学
校
を
終
了
し
た
も
の
が
①
の
系
列
の
専
門

学
校
、
高
等
学
校
・
大
学
に
進
学
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
層
困
難
で
あ
っ
た
。
以
上

の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
学
校
制
度
だ
け
で
な
く
、
わ
が
国
戦
前
の
学
校
体

系
も
複
線
型
の
学
校
制
度
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
に
お
い
て
も
教
育
の
民
主
化
の
線
に
そ
っ
て
、
学
校
教
育
の
機
会
均
等
、
学

校
体
系
の
単
一
化
の
運
動
が
高
ま
り
、
学
校
系
統
単
線
化
の
努
力
が
な
さ
れ
た
が
、

今
日
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
そ
の
実
現
を
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
韓
国

で
は
現
在
六
・
三
・
三
・
四
制
を
採
用
し
て
い
る
が
、
幼
・
五
・
三
・
四
・
四
制
に

転
換
し
よ
う
と
す
る
案
も
内
閣
直
属
の
教
育
改
革
審
議
会
が
設
置
さ
れ
審
議
さ
れ
て

い
る
⑪
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
学
校
教
育
法
に
お
い
て
、
六
、
三
、
三
、
四
と
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い
う
単
線
型
の
学
校
制
度
が
確
立
し
た
意
義
は
大
き
い
が
再
び
擾
線
型
の
関
係
が
発

生
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
専
修
学
校
の
章
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

本
法
は
、
こ
の
学
校
体
系
の
単
線
化
・
民
主
化
と
並
行
し
、
義
務
教
育
で
な
い
高

等
学
校
以
上
に
つ
い
て
は
、
教
育
の
機
会
均
等
の
保
障
の
た
め
、
奨
学
金
の
制
度
を

設
け
る
と
と
も
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
措
置
が
と
ら
れ
た
が
、
尚
不
十
分
と
の

誹
り
を
免
れ
な
い
。

(
イ
)
勤
労
青
少
年
の
教
育
の
機
会
を
保
障
す
る
た
め
、
大
学
に
お
い
て
、
夜
間

の
課
程
(
五
回
)
を
設
け
、
高
等
学
校
に
は
定
時
制
の
課
程
(
四
四

I
)
を
設
け
、

そ
れ
ぞ
れ
昼
間
全
日
制
の
課
程
と
同
一
の
資
格
を
み
と
め
た
。
(
ロ
)
高
等
学
校
・
大

学
に
通
信
に
よ
る
教
育
(
四
五
・
五
回
の
二
〉
を
学
校
教
育
の
一
部
と
し
て
正
式
に

み
と
め
た
。
更
に
単
位
制
高
等
学
校
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
学
校
教
育
法
施
行

規
則
六
四
条
の
二
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
。

(
2
〉
義
務
教
育
年
限
延
長
と
男
女
差
別
撤
廃

学
校
体
系
の
単
線
化
と
並
行
し
、
小
学
校
に
続
く
義
務
教
育
(
三
七
、
教
基
四

I
)

年
限
を
延
長
し
、
男
女
に
よ
る
差
別
を
撤
廃
し
た
の
は
本
法
の
特
徴
で
あ
り
、
戦
前

教
育
法
制
下
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
そ
の
他
の
特
徴

本
法
は
以
上
、

(
1
1
(
2
)
と
し
て
あ
げ
た
も
の
が
基
本
的
特
徴
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
ほ
か
、
①
学
校
教
育
の
社
会
教
育
へ
の
協
力
、
②
大
学
自
治
制
度
の
明
確

化
、
③
私
学
へ
の
統
制
を
弱
め
る
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
の
社
会
教
育
へ
の
協
力
に
つ
い
て
は
、
大
学
の
公
開
講
座
、
学
校
施
設
の
社

会
教
育
へ
の
開
放
な
ど
、
こ
の
学
校
教
育
法
と
並
行
し
、
社
会
教
育
法
(
昭
和
二
四

年
法
律
二

O
七
号
)
第
六
章
を
学
校
施
設
の
利
用
と
し
、
学
校
の
管
理
機
関
は
、
学

校
教
育
上
支
障
が
な
い
限
り
学
校
の
施
設
を
社
会
教
育
の
利
用
に
共
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
(
社
教
四
回
)
と
し
、
ま
た
、
そ
の
教
育
組
織
・
学
校
施
設
の
状
況
に
応
じ

て
、
青
年
学
級
(
同
四
七
の
二
)
、
文
化
講
座
、
専
門
講
座
、
夏
期
講
座
等
の
開
設
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
(
同
四
八
三
こ
の
よ
う
な
、
学
校
教
育
が
社
会
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教
育
を
積
極
的
に
援
助
す
る
と
い
う
こ
と
は
戦
前
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
本
法
が
私
立
学
校
に
対
す
る
戦
前
の
極
端
に
き
び
し
い
監
督
@
統
制
の

制
度
を
改
め
、
私
立
学
校
の
自
由
な
発
展
を
期
し
た
こ
と
で
あ
る
。
戦
前
の
私
立
学

校
に
対
す
る
監
督
は
極
端
に
厳
重
で
あ
っ
た
。
私
立
学
校
の
設
置
@
許
可
に
つ
い
て

も
き
わ
め
て
き
び
し
か
っ
た
し
、
安
寧
秩
序
を
乱
し
、
風
俗
か
い
乱
の
恐
れ
あ
る
と

の
監
督
官
庁
の
主
権
的
判
断
で
私
立
学
校
の
閉
鎖
を
命
ぜ
ら
れ
、
校
長
お
よ
び
教
員

の
採
用
が
認
可
性
で
不
適
当
と
認
め
る
と
退
職
を
命
じ
た
⑫
。
新
法
に
お
い
て
は
当

然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
方
針
を
改
め
た
。
戦
前
の
教
育
法
で
は
ま
ず
教
育
基
本
法
六

日
一
条
に
お
い
て
、
法
律
に
定
め
る
学
校
は
、
公
の
性
質
を
も
っ
と
し
、
私
立
学
校
も
学

恥
校
法
人
で
あ
り
、
一
条
に
よ
る
学
校
で
あ
れ
ば
国
立
学
校
と
同
じ
く
、
公
の
性
質
を

融
持
ち
、
戦
前
の
よ
う
な
特
別
の
制
約
は
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
法
に
お
い
て

註
は
私
立
学
校
だ
け
の
た
め
の
規
定
と
し
て
は
「
私
立
学
校
は
、
校
長
を
定
め
、
監
督

品
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
(
一

O
)
と
あ
る
ぐ
ら
い
で
、
他
は
一
般
に
準
用

一
目
さ
れ
て
い
る
。
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
本
法
の
ほ
か
私
立
学
校
法
(
昭
和
二
四
年
法

蹴
律
二
七

O
号
)
が
あ
り
、
一
般
の
国
公
立
学
校
と
共
に
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
る
と

学
も
い
え
る
が
必
ず
し
も
十
分
と
云
え
ず
、
教
育
行
政
の
貧
困
さ
は
日
々
の
新
聞
を
賑

柑
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
私
立
学
校
も
最
近
の
教
育
行
政
の
中
央
集
権
化
と
並

時
行
し
、
監
督
が
強
ま
る
傾
向
に
あ
る
が
、
本
法
の
建
前
は
私
立
学
校
の
健
全
な
発
達

教
を
は
か
る
こ
と
で
あ
り
、
国
際
化
の
叫
ば
れ
て
い
る
今
日
、
民
主
的
@
個
性
的
@
独

創
的
教
育
を
施
す
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
。
本
法
の
問
題
点

本
法
は
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
戦
前
の
諸
学
校
令
と
比
較
し
て
み
て
も
、
欧

米
の
学
校
法
と
比
較
し
て
み
て
も
、
民
主
教
育
の
原
則
を
ふ
ま
え
た
画
期
的
な
教
育

法
と
い
え
る
。
し
か
し
、
細
部
に
わ
た
っ
て
調
べ
て
み
る
と
法
自
体
に
も
幾
多
の
問

題
点
が
あ
る
し
、
そ
の
後
の
法
解
釈
が
、
い
ま
述
べ
た
本
法
が
当
初
か
ら
持
っ
て
い

た
部
分
的
な
問
題
点
を
是
正
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
逆
に
問
題
点
を
利
用
し
て
行
政

側
に
有
利
な
解
釈
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
面
の
あ
る
こ
と
は
い
が
め
な
い
。

問
題
点
と
し
て
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
戦
前
の
法
規
定
と
あ
ま
り
ち
が
わ
ぬ
、

旧
法
制
の
残
浮
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
戦
後
の
教
師
は
大
学
卒
を
基
礎

資
格
と
し
、
教
育
職
員
免
許
状
の
所
有
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
(
教
育

教
員
免
許
法
二
条
一
項
三
条
)
。
し
た
が
っ
て
、
「
教
諭
は
、
児
童
の
教
育
を
つ
か

さ
ど
る
」
(
二
八
百
)
と
し
た
も
の
の
教
師
が
命
令
監
督
に
な
じ
ま
ぬ
専
門
職
で
あ
る

と
規
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
校
長
に
つ
い
て
は
っ
校
長
は
、
校
務
を

つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を
監
督
す
る
L

(

岡
田
)
と
あ
る
の
は
、
戦
中
の
国
民
学
校

令
に
お
い
て
「
学
校
長
ハ
地
方
長
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
校
務
ヲ
掌
理
シ
所
属
職
員
ヲ
監
督

ス
」
(
昭
和
二
ハ
年
勅
令
一
四
八
号
。
一
六
号
)
と
比
較
し
、
寸
地
方
長
官
ノ
命
ヲ
承

ケ
L

を
除
く
ほ
と
ん
ど
同
じ
規
定
の
仕
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
教
育
の
初
期

に
は
「
監
督
す
L

と
は
指
導
助
言

(
S
u
p
e
r
V
I
S
i
o
n
)
の
意
味
で
あ
る

と
の
解
釈
も
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
な
る
と
命
令
監
督
を
意
味
し
、
教
師
の
専
門
性
、

そ
れ
に
附
随
す
る
教
師
の
自
主
性
@
自
立
性
を
否
定
す
る
法
解
釈
が
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
法
規
定
の
不
十
分
さ
は
他
に
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、

二
O
条
に
お
い
て
「
小
学
校
の
教
科
に
関
す
る
事
項
は
、
第
一
七
条
及
び
第
一
八
条

の
規
定
に
従
い
、
監
督
庁
が
こ
れ
を
定
め
る
」
と
し
、
監
督
庁
に
つ
い
て
は
文
部
大

臣
(
一

O
六
)
と
し
て
い
る
の
も
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
育
基
本
法
一

O
条
二

項
の
解
釈
に
お
い
て
、
行
政
が
教
育
の
内
的
事
項
に
介
入
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
も

こ
の
規
定
が
あ
る
以
上
、
教
育
内
容
に
行
政
の
介
入
を
拒
否
で
き
な
い
よ
う
に
み
え

る
か
ら
で
あ
る
⑬
。
但
し
大
学
に
つ
い
て
は
実
定
法
上
大
学
の
自
治
が
認
め
ら
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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注

①
宗
像
誠
也

尾
吹
善
人

教

育

基

本

法

(

株

)

新

評

論

六

O
頁。

教
育
関
係
基
本
法
規
集
八
六
頁
。

他 編
編

②
文
部
省

長
田
三
男

ぎ
ょ
う
せ
い

一
一
八
頁
。

(
株
)
大
空
社

四

学
制
百
二
十
年
史

他
著
教
育
委
員
会
制
度
の
研
究



頁。

③
有
倉
遼
吉

Mar.1993 

④
有
倉
遼
吉

⑤
教
育
法
研
究
会

前
掲
書

⑨
土
持
ゲ
1
リ
l
法

一
O頁。

Vo1.28-A， 

⑥
文
部
省

⑦
我
妻
栄

平成 5年，

⑧
尾
吹
善
人

第28号A，

⑮
有
倉
遼
士
口

愛知工業大学研究報告，

編

新
版
教
育
法

日
本
評
論
社

二
二
頁
。

二
頁
。玉

川
大
学
出
版
部
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編

前
掲
書

頁

⑪

大

槻

健

著

八

四

頁

。

そ
の
他
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
等
に
つ
い
て
は
長
尾

著

ニ

八

五

頁

。

十

⑫
王
城
肇
一

⑬
有
倉
遼
吉

512 

西
洋
教
育
史

著

教
育
法

ぎ
ょ
う
せ
い

一
一
八
頁
。

新
法
律
学
辞
典

五
八
七
貰
。

他
編

一
五
九
頁
。

前
掲
書

米
国
教
育
使
節
団
の
研
究

編

前
掲
書

一
O
九
頁
。

韓
国
教
育
事
情

新
日
本
新
書

東
京
大
学
出
版
会

日
本
教
育
発
達
史

(
株
)
三
一
書
房

編

一
一
一
頁
。

前
掲
書

一
九
八
頁
。


